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病院局達第１号 

                                         地 方 機 関 

  兵庫県病院事業の設置等に関する条例施行規程等の一部を改正する管理規程（令和８年兵庫県病院局管理規

程６号）の施行の際、次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ね

て補せられ、若しくは兼ねて命じられている職員は、別に発令されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組

織の従前と同一の名称の職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じられた

ものと心得られたい。 

県立西宮病院 県立西宮総合医療センター 

令和８年７月１日 

                                                     兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 
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